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バックカントリースキーをめぐる安全対策の現状
─ 条例やローカルルールによる地域対応の実態 ─

作新学院大学経営学部　関根　正敏
中央大学体育センター　武田　作郁
作新学院大学経営学部　小山さなえ

１　はじめに
　近年、「バックカントリースキー」と呼ばれるスキーの一形態が注目を集める中で、そ

の安全管理のあり方がスキー関係者にとって大きな課題となっている。バックカントリー

スキーとは、人工的に整備されたスキーコースではなく、ありのままの山林の中で行う

スキーのことであり、開放的な自然の中で自由に滑走を楽しめる点がその魅力とされる１）。

そもそも、バックカントリースキーは、登山家らによって親しまれてきたものであり、原

型は山岳活動の一形態としての「山スキー」である。したがって、誰がいつどのように山

スキーを楽しもうとそれは個人の自由であり、高度の危険をはらむ山岳地帯に自らの意思

で立ち入ることに鑑みると、安全管理もまた個人の責任のもとに成り立つということがい

える。しかし昨今、ブームの中で認知度の上昇に伴い、バックカントリースキーは山岳活

動の一形態ではなく、ゲレンデスキーの延長としてもとらえられるようになってきている。

このことは、スキー場のリフトを利用し、コース外の林間やリフト架線下にて滑走するなど、

スキー場からバックカントリースキーにアクセスする人々をしばしば目にすることから明

らかである。こうしてゲレンデスキーヤーが気軽にバックカントリースキーを楽しむ状況

が生まれた反面、バックカントリースキーに関連する事故が増加することとなり、これが

スキー関係者を大きく悩ませる問題となっている。なぜならば、事故の救助にあたるレス

キュー隊にとってはスキー場外の困難な現場での捜索を余儀なくされるからであり、スキー

場管理者にとってはスキー場のリフトを起点にスキーヤーが管理区域外へ流出することで

安全管理に関する責任問題が生じてしまう可能性があるからである。

　ところが、スノースポーツの分野では、「スキー場管理区域」内の安全については、死

亡事故の分析（布目ほか　2012）や安全基準の解説（布目ほか　2014）など、近年、研究

が着実に進められてきたが、バックカントリースキーの安全対策に焦点化した研究は乏し

１）	本稿では、スキーやスノーボードなどの滑走用具による区別をせず、雪上を滑走する行為やスポー
ツのことを「スキー」と総称する。
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いのが現状である。そうしたなかで、バックカントリーにおける雪崩対策やガイディン

グなどに関しては、例えば、雪崩に関する情報提供や安全教育を行う非営利組織（NPO）

が講習会を開催したり書籍を出版するなど（出川ほか　2010）、業界関連団体が各々の現

場においてノウハウを個別的に蓄積してきた経緯がある。つまり、現状においてはバック

カントリースキーの安全管理に関する知識が一元化、体系化されているとはいえず、スキー

場あるいは地域によって、情報の種類、内容等に差異が存在している可能性がある。こう

した各地の対策に差がある状況は、スキーヤーに困惑や誤解を与え、より確かな安全管理

に関する理解を普及させるのに妨げとなるおそれがある。バックカントリー事故の増加に

歯止めをかけ、より安全に楽しむために求められる重要な課題の一つは、個々の現場で蓄

積されてきた情報を集約し、より適切な安全管理方策のあり方について検討することであ

る。そこで本稿では、バックカントリースキーをめぐる現状について、主に事故と安全対

策という観点から判例や条例、ローカルルールなどの情報を収集・整理し、スキーヤーの

安全に関する知識・意識の向上、およびさらなる安全対策の立案に資する研究資料として

まとめることを目的とする。

　ここで本論に入る前に、バックカントリーというフィールドがどこにあたるのか、ス

キー場管理区域との関係において明確にする。スキー場管理区域とは、スキー場事業者が

事業を営むにあたって所有あるいは占有している土地のことであり、一般的に「スキー場」

と呼ばれる空間と合致し、滑走用に整備されたコースの他、施設用地等も含むものである。

しかし、スキー場管理区域にはコースや施設用地だけでなく、曖昧な領域がある。例えば、

気軽に滑走してしまいがちなコース脇は厳密にいえばコース外であるし、滑走に適さない

として一時的にクローズされたコースや立入禁止区域として指定されたコース外の山林部

分が存在している。他方、一見コースには見えない、あるいはスキー場マップに明確に記

載されていないフィールドであっても、スキー場管理者が実質的に管理、解放していると

思われるエリアも散見される。こうした曖昧なフィールドについて、本稿では、スキー場

管理者がスキーヤーに認める滑走の可否を基準に、バックカントリーに含めるか否かの判

断をする。したがって、本稿では、バックカントリーを「スキー場管理者のもと、スキー

場管理区域内で滑走のために開放されているコースおよび付随する施設類を除く、すべて

のフィールド」と定義する２）。

２　バックカントリースキーの人気の様相
　本節では、バックカントリースキーの人気の高まりについて、次の二つの観点から検討

２）	なお、本稿においては、サイドカントリーという言葉を殊に用いず、それはバックカントリーの
一部であると理解するものとする。
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する。第一に、バックカントリースキーの人口や経済規模を示す統計データは存在しない

ことから、まずは、スキーや登山といった周辺領域の動向について整理し、バックカント

リー業界をとりまく環境について理解することを目指す。第二に、バックカントリースキー

のブームに言及する新聞報道を抽出し、そのブームの変遷を跡づける。登山と一体のもの

であったバックカントリースキーが大衆化・一般化したのはいつ頃からなのか、バックカ

ントリースキーは現在どの程度注目を集めているのか、といった点について考察を加える。

　２．１　周辺領域としてのスキー業界、登山業界の現況

　バックカントリースキー業界は、スキー業界と登山業界のそれぞれに包摂されるかたち

で成立しており、両業界からの影響を色濃く受けるものと推察されることから、こうした

周辺環境について知ることは、バックカントリースキー業界を理解する上で非常に重要と

なる。そこで、バックカントリースキーの周辺領域であるスキー業界と登山業界の動向に

ついて、人口と市場規模という視点から確認していくことにする。

　まず、スキー人口３）については、『レジャー白書』によると、1998年の約1800万人をピー

クに減少をつづけ、2014年には約760万人となっており、ピーク時と比べると実に40％程

度まで減少したことになる。スノースポーツ用品の市場規模も下火であり、1991年の約

4300億円をピークに、スノースポーツ用品に占めるスノーボード用品の割合が増えるもの

の全体としては減少をつづけ、2014年には約３分の１の1400億円にまで減少した。ここ３

年はほぼ横ばいに推移しているが先行きは不透明である。他方、登山人口は、2009年の

1230万人を境に減少し、2013年は770万人程となっているが、2014年は840万人ともち直し

た。市場規模も1996年を境に一度下降したが、2009年より復調し、2014年には1950億円と

過去最高となっている（余暇開発センター　1996；社会経済生産性本部　2005；日本生産

性本部　2015）。

　このように、低調なスキー業界と上り調子の登山業界というかたちで、両業界は対照的

な状況を呈しているが、そのなかで、ことさら強い危機感を有するスキー業界は、「新た

な観光資源の開発を通じた新規顧客の受け入れ」と、「インバウンド市場の開拓」といっ

た対策を強力に推進することとなり、こうしたスキー業界の動向は、バックカントリース

キーのあり方に大きく影響を与える。前者の対策については、バックカントリースキーが

新たな観光資源（スキーの新たな魅力）としてツアー業者や用具メーカーなどによって宣

伝されることとなり、大きな脚光が向けられることとなるのである。その結果、スキー場

管理者や業界団体にとって安全管理が急務となるのであるが、そうした関係者の立場は複

雑なものといえ、参加人口、入込客数を増やしたいという切実な思いがあるために、リス

３）	『レジャー白書』記載のスキーおよびスノーボードの参加人口の合算によるものとする。
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クの高いスポーツであるがゆえの事故の発生に対する懸念があっても、厳格に禁止するこ

とはできないというアンビバレントな状況におかれるのである。後者の外国人スキーヤー

の誘客についても、雪質の良さといった環境条件を誘因に推し進められてきているが、日

本とは異なる環境や価値観のもとでスノースポーツを楽しんできた外国人スキーヤーへの

安全対策までもが、業界団体に求められることになるのである。

　２．２　新聞記事にみるバックカントリースキーブームの様相

　次に、具体的に新聞記事の内容からバックカントリースキーブームがどのように変遷し

てきたかを検討する。日経、朝日、読売、毎日、産経５紙のデータベースを活用し、過去

の記事のなかから「山スキー」「バックカントリースキー」「ブーム」というキーワードに

着目すると、まず以下の記事が確認できる。

ゲレンデから山スキーにも広がった近年のスキーブームの陰で…略…こうした事故

の背景には、一九八〇年代後半から広がった山スキー（林野を走るクロスカントリー

などを含む）ブームがあった（1994．２．23毎日東京朝刊）

（山スキーは）県警地域課によると、雑誌などで特集なども組まれブームになって

おり……（1999．３．２毎日新聞地方版、括弧は引用者による注）

　こうした記事からは、山スキーが山岳地帯の移動手段としての枠を超え、1980代後半に

は、一つのスポーツとして認知されてきたこと、1990年代中ごろにはメディアを通してゲ

レンデスキーブームとともに広まっていったことが窺える。さて、ここでは「山スキー」

という用語が用いられているが、それはその後どのように変化し波及していくのか。

整備されたゲレンデをあえて飛び出し、自然の山中での滑りを楽しむ「バックカン

トリースキー」がブームになっている（2000．２．26読売東京朝刊「危険含む新雪

滑走ブーム」）

00年に菊池さんは山スキーの魅力と危険などを描いた「スキーツアー」（山と渓谷

社）を出版した。これがきっかけで、日本でバックカントリーのブームが本格化し

た。（2013．２．18週間アエラ）

　以上の記事からは、以前から根強い人気があったがあくまで「山スキー」と呼ばれてき

たものが、2000年ごろから「バックカントリー」という用語とともに紹介される機会が多
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くなり、さらには「新雪」「自然の山中での滑り」といった魅力が提示されることで、大

衆化してきたのが窺える。こうした流れのなかで、以下の記事では、登山人気との関連が

言及されている。

今は「山スキーブーム」と言っていい状況。最近の登山ブームで夏山登山を始めた

中高年が、次のステップとして目指すのが春山。その流れで山スキーをする人も多

くなっているのではないか。（2006．４．11毎日新聞地方版）

八甲田山スキースクールの（バックカントリースキー）ツアーには、毎年延べ２千

人が参加する。高齢者も多く、周辺の宿泊施設に１カ月ほど滞在する人も。同スクー

ル所属で山岳ガイド51年目の貝森誠通さん（72）は「スキー場の客は減ってもツアー

客は減らない」と語る。（2015．２．17朝日新聞地方版、括弧は引用者による注）

　こうしてみると、スキー人気が低迷する中、中高年を中心に登山人気から派生して現在

のバックカントリーブームへと至っている様子がわかる。

関係者によると、バックカントリーでのスキーは、「山ガール」などに代表される

ここ最近の登山ブームと歩調を合わせるように急速に人気が高まっており、ゲレン

デでは味わいにくい、ふわっとした雪の感触などを求める人が多い。冬季の日本の

粉雪は「ジャパウ」と呼ばれ、海外でも評判だという。（2015．３．28読売新聞夕刊）

　このように、登山ブームだけではなく、海外スキーヤーからの人気の高さが、現在のバッ

クカントリーブームを牽引しているさまも読み取れる。

雪崩の講習会を開くなど、最近の山スキーブームにも警鐘を鳴らしてきた…略…最

近山スキーがブームを呼ぶ中で…略…ブームへの警鐘［2003．３．19朝日新聞朝刊

長野］

　この記事が示すように、以前から危険に対する指摘はあったものの、具体的な対策を取

り上げられたことは少なかったが、講習会や訓練などを取り上げてバックカントリース

キーの安全への取り組みを強調している記事も多い。

　このように、バックカントリースキーという用語については、新聞紙面の上では2000年

頃より定着し、それ以後の記事では、たびたびブームという言葉とともに用いられること

で、一定の関心が継続的に寄せられてきているといえる。
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３　事故の現状
　前節において、バックカントリースキーがメディアを通じた市場開拓や登山から派生し

た山スキーの大衆化を足掛かりにブームとなっていることを確認してきたが、そこで懸念

されるのが事故の発生である。近年、バックカントリーの事故については、例えば、NHK「ク

ローズアップ現代」において「相次ぐ“バックカントリー”事故」というテーマで番組が放

送されたり（NHK、2015．２．３放送）、ワイドショーやニュースの特集などで目にする

こともあり、注目を集めている。以下では、実際にはどんな事故がどのくらい起きている

のか、新聞記事による報道数から事故数を、判例から事故例をそれぞれ概観する。

　３．１　新聞記事にみる事故数の推移

　本項では新聞メディアに着目し、日経、朝日、読売、毎日、産経５紙のデータベースを

活用し、過去の記事（1985年から2015年）からバックカントリースキーの事故に関する記

事を抽出した。そして、その内容を精査しながら事故の数をカウントした結果、389件の

事故が実数として確認され、そのシーズン別の推移は図表１のように示される４）。1997〜

98シーズンを境に事故数が２桁へ、2004〜05シーズンを境に20件台へと段階的に増加して

おり、バックカントリーに対する認知の広がり、関心の高まりに合わせて増加しているこ

とが推察される。最大は2005〜06シーズンの30件であったが、その後も20件前後で推移し

ここ２シーズンは25件と多くなっていることから、今後もブームの高まりに合わせて事故

数が増加することが懸念される。
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図表１　新聞記事にみる事故数のシーズン推移

４）	なお、本データは新聞記事にみる事故数であるので、報道されていない事故が存在する可能性に
留意しなければならない。
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　３．２　判例

　バックカントリーでの事故についての裁判は多くはないが、スキー場を起点にバックカ

ントリーを楽しむスキーヤーが存在していることに鑑みると、今後スキー場管理者が責任

を問われる事案の発生が予想される。以下の三件の事例はバックカントリーの法的責任を

考えるうえで参考になると思われるので、LEX/DBインターネット、判例タイムズを参照

しながら、各判例について事故概要や判決趣旨を整理し、それぞれ考察を加えていく。

　３．２．１　管理区域外の雪崩事故（Ｍスキー場雪崩死亡事故）

（長野地裁平９（ワ）第75号、平10（ワ）第206号、損害賠償請求事件、平13．２．１民事部判決、

請求棄却・控訴、後控訴棄却、確定）

　この事案は、バックカントリーとみなす場所で発生した事故であり、事故に遭遇したス

キーヤー本人が、誤りではなく自らの意思で立入禁止区域に進入した例である。判決によ

れば、当該斜面は、スキー場管理者が借用している土地ではなく、管理も一切なされてこ

なかったため、スキー場管理者の事実的支配は及んでおらず、スキー場管理者が占有する

土地の工作物とはいえない。この場合において、当該斜面はスキー場の管理区域外であり、

スキー場管理者は場内のコースに危害が及ぶような特別な場合を除いて原則管理する必要

が生じないため、本事案はバックカントリーでの事故と位置づけられることとなる。ここ

で留意しておくべき点は、スキーヤーが立入禁止標識の存在に気づきながらも管理区域外

である斜面に進入した点である。一般的に日本のスキー場は、森林を切り開いてコースを

　男性スキーヤーＡ（58）は、平成８年１月26日から、友人らとＳスキーエリアでのスキーツアー
に参加していた。同月27日、同スキーエリア内にあるＭスキー場において、滑走禁止区域となっ
ていた南東側斜面を滑走中、発生した雪崩に巻き込まれて生き埋めになり、病院に搬送された
が窒息による死亡が確認された。
　事故発生日付近の天候状況について、同月25日夜半から26日まで雪が降り続いていたが、27
日には一変して晴れとなり、県全域に雪崩注意報が発令中であった。また、事故が起きた南東
側斜面は、コースとして開設している場所ではなく、ほとんど立ち入る者もいなかったため、圧
雪整備などの管理を行ってこなかった。斜面の入り口付近には「立入禁止」と記載された標識
が立っていたが、Ａらは、立入禁止標識があることを認識しながら斜面に進入し、Ａらの滑走
が原因で雪崩が発生したものである。
　そこでＡの遺族であるＸは、Ｍスキー場を経営・管理するＹ会社に対して、①雪崩の危険告
知義務ないし立入防止措置義務の違反があった、②Mスキー場には設計上の不備、雪崩の危険
に対する認識体制の不備、救助体制の不備等の土地工作物の瑕疵があったなどと主張し損害賠
償を請求した。

図表２　Ｍスキー場雪崩死亡事故概要
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開設しているため、林の切れ間によって、あるいは圧雪車によってグルーミングされてい

るか否かによって、コースであるか否かが一見してわかる場合が多い。さらには最近のバッ

クカントリー事故を受けて、注意を促す看板やゲートを設けているスキー場も多く、スキー

場境界線（バウンダリー）に気付かず管理区域外へ出てしまうことは多くはない。特に本

件においては、立入禁止標識を無視して進入し滑走しているので、明らかに誤りによるも

のでもない。スキーヤーは、スキー場のコースから不用意にバックカントリーへ進入する

ことを避けなければならない。

　判決は、スキー場管理者に対しては、「スキーヤーが自身で甘受すべき程度を超えた危

険に遭遇することのないよう、スキーヤーの利用状況、積雪状況、滑走面の状況等を考慮

のうえ、危険箇所については、滑走禁止措置や進入禁止措置をとるなどしてスキーヤーの

安全を確保すべき義務がある」としたものの、一方でスキーヤーに対しては、「スキー滑

走にあたって、殊に滑走禁止区域をあえて滑走する場合には、自身の責任において危険を

予見、回避するなどの安全管理義務を負担し、その結果は自身が甘受すべきである」とし

て、Ｘの損害賠償請求を棄却した。本判決によって、今後バックカントリースキーヤーに

は、本件のＡらと同様に、その認識、判断、行動、結果のすべてに対して責任を負うこと

が求められることとなる。

　３．２．２	 閉鎖スキー場、注意表示のないコースでの転落事故（Ｔスキー場クレバス転落事故）

（前橋地裁沼田支部昭和51（ワ）第15号、昭和52（ワ）第18号、損害賠償請求事件、昭和

56．４．30判決、控訴、東京高裁昭和56年（ネ）第1210号、同（ネ）第1438号、損害賠償

請求控訴事件、昭和60．１．31第16民事部判決、一部変更、上告、最高裁昭和60（オ）第

617号、損害賠償請求事件、平２．11．８第１小法廷判決、破棄自判）

　本件は、スキー指導員資格を持つベテランスキーヤーである男性Ｘが、春スキーに訪れた際、
積雪量の少なくなったスキー場内でクレバスに転落した事故であるが、２年連続で同様の事故
を起こしており、Ｘがスキー場の管理・運営を行うＹ会社らに対し、それぞれの事故について
損害賠償を請求した事例である。
①第一事故について
　昭和49年５月18日、ＸらはＴスキー場に春スキーを目的に訪れた。リフトで上部へ上がって
も雪は少なく、スキーコースは本件スキー場事業者が加盟する管理運営協議会によって黄色の
テープが張られ閉鎖されていたが、ひとコースだけテープの張られていないコースがあったの
で滑走したところ、Ｘが、コース上に視認できるクレバスの横を滑走中、足元が崩落し深さ約
２ｍのクレバスに転落した。
　このシーズンは小雪であったため、５月５日に上記協議会がスキー場の閉鎖を決定し、パト
ロール業務も終了していた。観光客の利用のためにリフトは営業していたため、スキー場閉鎖

図表３　Ｔスキー場クレバス転落事故概要
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　本件第一事故は、閉鎖スキー場のコースを滑走したために起こった事故であるが、物理

的なコース閉鎖措置が取られていなくても、スキー場自体が閉鎖されている以上、スキー

場のコースがすべて閉鎖されている場合と同様であると解釈できる。閉鎖されているコー

スとは、スキー場事業者の管理下にあるコースでありながら、危険の顕在化によりスキー

場事業者の判断によって滑走禁止措置が取られているコースであるので、本稿において

バックカントリーとみなすフィールドの中でも特に危険を認識できる場所であり、スキー

ヤーはいかなる場合も立ち入ってはならない。本件のように閉鎖を見逃して誤って立ち

入ってしまった場合であっても、スキーヤー自らが責任を負うべきであり、管理者の責任

ではないと考える。判決は、「スキー場閉鎖の掲示を見過ごしたうえ、クレバスが見えて

いるにもかかわらず、あえて付近を滑降したＸ自身の過失によるものであり、スキー場管

理者の過失によるものとはいえない」として、Ｘの損害賠償請求を棄却した。

　本件第二事故は、注意表示がないコースで事故が発生したケースである。判決は、「管

理者においては、事故直前まで事故現場付近に上るリフトを停止してスキーヤーを運んで

いなかったのであり、事故までの数時間のうちに午前中にリフト上方に立てた赤旗が取り

去られることは予見しがたいところであった」とし、一方Ｘにおいては、「前年同時期に

第一事故を引き起こしてその危険性を認識しているにもかかわらず、死角になって安全が

確認できない場所がある本件現場に向かって飛び出していった」として、Ｘの損害賠償請

求を棄却した。この事案は、スキー場内には多くの危険が内在しており、事業者が管理し

ているからといって必ずしも安全であるとはいえないため、事業者のみならず、スキーヤー

側の安全管理も非常に重要であることを示したものといえる。第一事故にも共通するのだ

が、特に春・夏という気候条件やバックカントリーという地勢条件の下でのスノースポー

ツは、より大きなリスクを抱えており、スキーヤーには自ら危険を予知・回避するための

高度な知識と技能を有することが求められたことになる。

の旨をロープウェイ登り口の掲示板に掲示したほか、客に対しアナウンスすることになってい
たが、Ｘらは気づかなかったという。事故当日は天気が良く一部芝生が出ている状態でハイカー
も来ていた。
②第二事故について
　昭和50年５月17日、ＸらはＴスキー場に春スキーを目的に訪れた。リフトを降りて移動した後、
斜面が急になる地点でいったん止まり、前方を確認した後滑り出したところ、Ｘが深さ1.5ｍの
三日月形のクレバスに横から滑りこむ形で転落し、底に露出していた岩石に当たって負傷した。
　事故当日である５月17日のスキー場は、ところどころ地面が露出し、滑れる範囲が限定され
ている状態であった。同日スキー場を閉鎖する予定になっていたので、午前中のうちにコース
を点検し、その際本件クレバスに対する危険表示のため、上方の稜線に三本の赤旗を立ててい
たのだが、Ｘらが滑走する時点では赤旗はなくなっていた。
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　前項と本項の二つの事例から読み取れることは、①解釈上バックカントリースキーの範

疇での事故であったとしても、スキー場管理者が訴えられることがあり、スキー場の安全

管理の有無・程度が争点になりうるということ、②スキー場管理者は、スキー場のコース

においてスキーヤーの立場から危険を予測・回避できる程度の対策を施していれば、それ

以上はスキーヤー側の責任として、スキーヤー自らが安全管理をしなければならないとい

うことである。

　３．２．３　救助活動中の事故（積丹岳救助中滑落死亡事故）

（札幌地裁平成21年（ワ）第3065号、損害賠償請求事件、平成24年11月19日民事第一部判決、

控訴、札幌高裁平成24年（ネ）第591号、平成25年（ネ）第231号、損害賠償請求控訴事件、

平成27年３月26日民事部判決、上告）

　この事例は先に紹介した２例とは異なり、スキー場事業者ではなく救助者が賠償を求め

られた事案である。判決は、①救助隊メンバーらは警察官の職務として北海道警察の任務

である山岳遭難救助活動を実施したのであるから、本件遭難に係る捜索活動は、国家賠償

法１条１項の「公権力の行使」に当たり、②「当時の気象状況は厳しいものではあった

が、救助が不可能ないし著しく困難であるとまでは認められない」として、救助すべき職

務上の義務を認めた。さらに、③「救助活動が国賠法上違法となるのは、実際に救助活動

に当たる救助隊員及び当該山岳遭難者が置かれた具体的状況を踏まえて、合理的と認めら

れない方法をとった場合に限られる」としたうえで、いまだ救命の可能性があった２度目

の滑落の前の捜索救助活動における事実について詳細に事実認定を行った結果、ストレッ

チャーの樹木（ハイマツ）への結束方法およびストレッチャーに誰も付いていなかったこ

とについて過失を認めた。また、Ｃの軽率な行動として①入山に先立って天気予報を確認

　男性スノーボーダーＣは、平成21年１月31日、仲間とともに積丹岳へ入山したが、途中仲間
と別れ一人で山頂へ向かった。天候の悪化により下山ができなくなりビバークした後、翌日に
は救助隊に発見されるが、下山途中に救助隊３人とともに雪庇を踏み抜き滑落した。崖上へと戻
るためにストレッチャーに乗せられて引き上げられたが、作業中にストレッチャーごと滑落、救
助隊の視界から離れ谷底へと落ちていった。救助隊がＣを発見した時点の天候は、吹雪・強風
により視界が10ｍ程しかない状態で、二次遭難の危険性も危惧される過酷な状況であった。さ
らに翌日Ｃは発見されたが、凍死による死亡が確認された。
　そこで、亡くなったＣの両親であるＸらは、救助隊を組織した北海道に対し、①救助活動は国家
賠償法１条１項の「公権力の行使」にあたり、②救助義務があるにもかかわらず、③過失によ
りＣの救出に失敗した（救助義務違反）として損害賠償を請求した。

図表４　積丹岳救助中滑落死亡事故概要
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していたにもかかわらず、②日帰りの予定だったのでビバークを想定した装備を携行せず

に、③一人で山頂へ向かい、④ホワイトアウトのため自力下山できなくなり、⑤結果とし

て自力で歩くことができないほどの低体温症に陥ったと認定して、Ｃの過失を認め過失相

殺の上、救助隊を組織した北海道に損害の３割の程度の損害賠償を認めた。

　救助者が訴えられるという事態は、バックカントリーで遭難した大多数のスキーヤーが

救助救援を受けていることに鑑みると、今後の救助活動に大きな影響を与えることが予測

される。バックカントリーで事故が発生した場合、救助隊には警察をはじめ遭難対策協議

会メンバー、スキー場スタッフなどの地元の人、山岳会メンバーなど多くの人が携わるこ

とになる。そして自己責任の下であれセルフレスキュー出来ずに救助を求めてきた者に手

を差し伸べることは、人道的な見地からは否定すべくもないが、職務であろうがボランティ

アであろうが、救助にあたる側も自らの命を危険にさらしているのである。救助隊が限界

状況の中でどのような判断ができるか、どのような行動ができるかは、救助の成否とは別

に、極めて繊細な問題であり救助にあたった本人に任されるべきところが大きいのではな

いだろうか。遭難者の助かる見込みが薄いと目される場合や救助者にとっても相当に危険

である場合に、責任問題を懸念して救助に行かないという選択肢を救助隊に与えてしまう

ことが、今後の救助方針、活動にどのような影響を及ぼすのか、大いに議論の余地があろ

う。なお、本件は北海道により上告された。

４　事故対策の現状：条例やローカルルールによる個別的対応
　前節にてバックカントリーでの事故について概観してきたが、そこから浮き彫りになった

のは、バックカントリーブームに伴う事故の増加に対する懸念に加え、事故の責任がスキー

ヤー本人のみならずスキー場管理者や救助隊にもふりかかる可能性である。こうした状況に

対して事故への対策という点ではどのような活動がなされてきたのか。ここでは、多様に存

在する対策の中で、条例とローカルルールに着目し、各地における対策の状況を集約する。

なぜならば、条例やローカルルールは、成文化されているため情報収集が可能であり、当該

地域で活動する関係者やスキーヤーに一定の影響を与えている主要な対策だと考えられるか

らである。安全対策には、その他にも、ツアー主催者やスキー学校、ガイド個人といった関

係者が独自に実践してきた対策が存在するが、その数が膨大であるため、また、そうした個

別的な対策は、天候・雪質、地形、活動内容などによって現場の状況判断にかかる差異が大

きく、一般化するのに大きな困難が伴うため、本稿では取り扱わないこととする。

　４．１　条例

　以下ではまず、５つの地域における「条例」について、その基本情報とバックカントリー

に関連する事項をまとめていく。
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①野沢温泉村スキー場安全条例

　2010年、長野県野沢温泉村が制定した、日本初のスキー場管理区域内の安全に関する条例

である。その内容は、スキーヤー、スキー場管理者両者に共通する規定（第１〜３、12条）、

スキーヤーに関する責務規定（第３〜６、13条）、スキー場管理者に関する責務規定（第７

〜９条）とされており、スキーヤーとスキー場管理者の責務を明確にし、スキー場管理区域

内における事故防止という点からの規定が多い。第10条において「指定管理者は、スキー場

の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがあるスキーヤーの入場を禁止し、又はその者に対し、

スキー場からの退去を命じ、若しくはスキー場施設の使用を拒否することができる」と定め

ており、ルールを守らないスキーヤーが入場制限という規制を受ける可能性を示している。

バックカントリースキーに直接関係する規定としては、第11条の「捜索救助費用の弁償」が

あり、「スキーヤーは、第７条第１項に定められたスキー場区域に属さない区域において発

生した事故により捜索救助を受けた場合は、その費用を指定管理者に弁償しなければならな

い。」として捜索費用について条例で明確にしたのは本条例が初めてである。

②群馬県谷川岳遭難防止条例

　1966年、群馬県が制定した。本条例の目的は、天候が急変しやすく、岩壁が険しいこと

から遭難者が多かった谷川岳岩場地帯において、登山者の守るべき事項を定め、未然に事

故を防ぐことである。内容は、登山者の守るべき事項（第３条）、登山指導に関する規定

（第４、５、12、13条）、登山禁止措置の規定（第７条）、登山届に関する規定（第８〜11

条）が定められているほか、第14条では登山禁止措置（第７条）、登山届提出義務（第８条）

に違反した者への罰則が規定されている。本条例は、岩場地帯という特殊な環境について

規定しているため、バックカントリースキーに関する規定は、第６条「十二月一日から翌

年二月末日までの間（以下「冬山の期間」という。）は、危険地区に登山しないように努

めなければならない」とした入山自粛の努力義務のみとなっている。

③富山県登山届出条例

　1966年、富山県が制定した。本条例の適用区域が剱岳周辺の山岳地帯に限定されており、

スキーヤーにはあまり縁がない場所である。12月１日から５月15日までの登山届提出義務

を課すことで、冬期を中心とした積雪期における山岳遭難の防止を目的としたものであり、

未届者には罰則もある。バックカントリーにかかわる規定としては、12月１日から翌４月

15日までは、指定された特別危険地区への立入自粛に努めるとした努力義務のみである。

④岐阜県北アルプス地区における山岳遭難の防止に関する条例（図表５）

　2014年、岐阜県が制定した。遭難事故の防止が目的であるが、第１条では「遭難した登
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山者の捜索救助活動が、当該活動に従事する者にとって多大な労力を要するものである」

として、山岳遭難が事故者の重大事であるだけではなく、二次遭難の危険などにさらされ

る捜索救助者にとっても大きな負担となることを示している。本条例の適用対象について

登山者としているが、条例を適用する時季が限定されていないことに鑑みても、これは

バックカントリースキーヤーを含むものと考えられる。内容は、県の責務（第３条）、登

山者の責務（第４条）、登山の届出（第５条）とあり、第７条では、届出をしなかった場合、

虚偽の届出をした場合の罰則も規定されている。

⑤長野県登山安全条例（仮称）の骨子（案）

　2015年10月時点においてはまだ成立していない条例であるが、パブリックコメントが終

了し、策定が計画されている条例案である。目的には①県、登山者及び山岳関係者の責務

等を明らかにし、②施策の基本的事項を定めることにより、山岳遭難はもとより、環境保

全、適正利用、捜索救助、火山災害防止の推進を図るとあり、登山の安全のみならず観光

地づくりという観点からの条例制定であることが記載されている。目的と合わせて、対象

となる山岳が里山（人により利用若しくは管理がなされているか又はこれらがかつてなさ

れていた身近な森林をいう）を除く山岳すべてである点、条例適用に時季がない点、山岳

保険加入の勧めがある点からみても、山岳総合条例という趣きになるであろう。登山計画

図表５　岐阜県北アルプス地区における山岳遭難の防止に関する条例
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書の届出が義務のようだが罰則等についての記載はない。

　４．２　ローカルルール等

　次に、地域ごとに定められている「ローカルルール」の内容から、バックカントリース

キーの安全対策の状況を確認していく。

①ニセコルール（図表６、７）

　本ルールは、2001年、ニセコアンヌプリ地区なだれ事故防止対策協議会、ニセコス

キー場安全利用対策連絡協議会、ニセコフリーパスポート協議会、後志（しりべし）地

方山岳遭難防止対策協議会によって定められ、ニセコ地域の５つのスキー場（NISEKO	

UNITED，Niseko	Annupuri，花園，Grand	HIRAFU，Niseko	Village）が採用している。

2015年10月時点における内容は、スキー場内10か所にゲートを設け、管理区域外への進入

をこのゲートに限定するというものである。天候や雪質の分析を行い、ゲートの開閉、ス

キーヤーへのアドバイスを行っている。他にも禁止事項や自己責任を促す内容が盛り込ま

れているが、立入禁止区域への進入者、ロープをくぐってコース外へ出るなどの違反者に

対してはリフト券を没収する旨の記載もある。また、いち早くバックカントリースキーの

メッカとして取り上げられ、ブームを牽引していると考えられるニセコ地区だが、安易に

図表６　ニセコルール（表）



253

バックカントリースキーをめぐる安全対策の現状

図表７　ニセコルール（裏）

図表８　白馬ルール
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バックカントリーに立ち入るガイドやツアーに対抗するため、ガイドの認定制の導入が検

討されている。

②白馬ルール（図表８）

　2008年、白馬村観光局と村内７か所のスキー場らによって策定された。①立入禁止区域

に入った場合はリフト券没収の上退場、②看板、標識、係員、スキー場パトロールおよび

関係機関の指示に従うこと、③管理区域外の捜索救助活動には実費を請求するなどの内容

となっている。

③妙高ローカルルール（図表９）

　2010年、林野庁、環境省の担当者を顧問に据え、市内のスキー場関係者やスキークラブ、

市観光協会などで構成された妙高市スキー場協議会によって策定された。スキー場コース

外で発生した事故についての捜索救助にかかった費用の請求、立入禁止区域への侵入に

対してのリフト券没収、退場処分が規定してある。「救助及び捜索活動が発生した場合は、

理由の如何を問わずお客様に対し費用を請求します」と明言し、スキー場内には、「パトロー

ル　１名につき（２名１組）　１時間あたり　￥20,000」などと費用の明細も掲示してある。

これに基づき、池の平温泉スキー場は2014年１月にコース外で遭難したスノーボードの男

図表９　妙高ローカルルール
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性に、ルールに基づき捜索費用として324万５千円を請求したとのことである。また、第

２次妙高市観光振興計画には、「外国人をはじめ、多くのスノースポーツの愛好者が雄大

な妙高のスキーエリアを安全に楽しんでいただくため、『妙高ローカルルール』の周知徹

底やスキーヤーへの意識啓発など、警察や索道事業者などの関係機関と連携した取り組み

を行います。」とあり、2015年にはポケットサイズのルールカードを作成し市内８つのス

キー場に配布するなど、積極的に対策をとろうとする姿勢も窺える。

④富士山における安全確保のためのガイドライン（図表10）

　2009年富士山標識関係者連絡協議会として発足した後、2011年に富士山における適正利

用推進協議会と改称し、環境省、山梨・静岡両県、地元市町村、その他関係各所らで構成

されている。ガイドラインは2013年策定、2015年改定された。趣旨の中で「登山道が全面

通行止めとなる夏山期間以外の時期において、充分な技術・経験・知識としっかりとした

装備・計画を持たない者が、登山しないことを強く求めるものである」としているものの、

内容には「夏山期間以外の時期は、充分な技術・経験・知識としっかりとした装備・計画

を持った者の登山は妨げるものではないが（中略）このような万全な準備をしない登山者

の登山（スキー・スノーボードによる滑走を含む）は禁止する」とスキーヤーを明記して

入山禁止を宣言している。他にも登山計画書の作成提出、携帯トイレの持参を含めて夏山

期間以外の３つのルールとしている。
図表10　富士山における安全確保のために
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⑤室堂平利用ルール（図表11）

　2009年、積雪期の室堂平周辺における自然環境の保全、適正かつ安全な利用の推進を目

的に、室堂平周辺の地域関係者及び関係行政機関等によって設立された。内容は、①地獄谷、

除雪作業区域など危険区域への立入禁止、②ライチョウ、ハイマツなどの自然保護、そし

て③登山者・スキーヤーへの注意事項となっており、入山届の提出、ビーコンの携帯、携

帯トイレの携行などが明記されている。

⑥カミフルール（図表12、13）

　カミフルールは、十勝岳温泉郷エリア、十勝岳・三段山・三峰山・カミホロカメットク

山・富良野岳などの上富良野一帯での冬期の山岳活動について、地域住民、地元山岳会な

どで組織される上富良野冬期山岳事故防止委員会により策定された。指定場所での入山届

の記入を求めているが、「記入は、強制しているものではありません」という記載がある他、

火山情報、運転・駐車、トイレ・ゴミなどについて記載があり、ルールというよりはマナー

啓発のような内容となっている。

　以上、日本各地の条例やローカルルールを見てきたが、その中に一定の共通性を見てと

ることができる。第一に、夏山などの山岳活動一般と同様、入山届の提出を求めることが

図表11　室堂平利用ルール
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図表12　カミフルール

図表13　カミフ山岳エリア雪崩ハザードマップ2013
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スタンダードになっており、一部義務化されていることが挙げられる。入山届の意義は、

①入山者の把握に有用であること、特に遭難時に迅速円滑に捜索救助活動を行うためには

欠かせないものであること、②入山者に自らの登山計画を確認させ、入山の準備を整えさ

せる、あるいは入山を思いとどまらせることで事故を未然に防ぐ効果が期待できることで

ある。第二に、スキー場境界線や立入禁止区域、ハザードをマップに表示したものが多い

ということである。山岳に足を踏み入れるのであれば地図を携行することは当然であるが、

そこにルートやハザードが記載されていれば危険予測・回避に役立つ。スキーヤー自身が

積極的に安全管理を行うためには欠かせないものである。第三に、危険区域に対して特に

立入禁止措置を設けている場合などを除いて、一律に入山禁止としている条例やローカル

ルールは存在しないということである。この点については、入山禁止としたくとも法的根

拠が存在しないという形式的な理由も存在するだろうが、バックカントリースキーの本質

的魅力やスキー場への集客を加味して考慮すると一律禁止という方法は選べないというの

が関係者の本音であろう。第四に、インバウンド市場への対策が意識化されている点であ

る。スキー場管理区域内のルールや案内についてはすでに一般化された対応となっている

が、バックカントリースキーにおいてもパンフレットやマップは日本語版に加え、英語版

を備えているところが多い。豪州や欧米のみならず中国、韓国をはじめとしたアジア圏か

らの外国人スキーヤーが増加していることを考えると、今後は多言語による情報の頒布と

いうことも検討課題の一つになろう。その他、条例、ローカルルールに規定された内容と

してはバックカントリー事故の防止だけを目的としたものではなく、環境保護や観光産業

の観点からの規定を設けているものもあり、制定者の思惑や地域特性が大きく反映される

という特徴がある。

　ここで、バックカントリースキーに関する条例やローカルルールについて問題点を指摘

しておく。地域特性や状況変化に応じて柔軟、迅速に改定できる点が条例やローカルルー

ルという形式で頒布するメリットだと考えられるが、それは同時に不安定さ、曖昧さといっ

た問題性をはらむこととなる。例えば、バックカントリーブームの中で乱立するローカル

ルールにおいて、規定内容の地域間差異が存在すればスキーヤーのルールに対する理解を

妨げるおそれがある。また、内容が改定された際にはその周知には一定の時間や労力を要

すると考えられ、スキーヤーの理解が曖昧になる危険性もある。こうした点に対して、条

件によって左右されない「共通ルール」と地域特性や状況変化に対応しうる「個別ルール」

を明確に区別していくことが一つの解決策となると考える。

５　むすびにかえて
　本稿においては、隆盛するバックカントリースキーの基礎情報をまとめるとともに、バッ

クカントリー事故の実態や各地域で講じられてきた条例やローカルルールに関する資料を
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整理することで、バックカントリースキーの安全対策に関する現状を検討してきた。その

結果、以下の現状を明らかにすることができた。

①スキー人口、スキー用品市場が伸び悩みながらも、登山者やインバウンド旅行者の増加

などによりバックカントリースキーがブームとして大きな注目を集めてきていること

②それに伴い、バックカントリースキー事故が増加し、その中にはスキー場管理者に賠

償責任を請求する訴訟も発生してきていること

③事故の増加に対して、地域や自治体では条例やローカルルールによる規制や啓発とい

う形式での独自の対策が進んできたこと

　こうした状況の中で、登山の安全対策やスキー場の安全管理と同様に、バックカントリー

スキーにおいても地域や自治体によるルール化の動きが増加するであろうことも推察され

る。今後は、さらなる情報の収集・一元化と各種データの詳細な分析を行うことで、安全

対策に活用できる資料の充実を図るとともに、より適切な安全対策の在り方について検討

する必要がある。例えば、現在進行中の安全対策である、気象や地形などの地域特性を要

素としたローカルルールに対して、今後、全国的、統一的なルールや法令が必要となるか

というような新たな対策の検討が課題となる。
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